
平常の時間帯(午前８時から午後６時）での料金は次のとおりです。その他の時間は割増料金となります。 （Ｒ６年４月１日）

サービス類型 １回あたりの利用料金
自己負担が１割の場合の

１回あたりの利用料金
１回あたりの

利用者負担額

家事援助 ３０分未満 １,０６０円 １０６円 所定単位数に１０％加算

家事援助 

３０分以上～４５分未満

家事援助 

４５分以上～６０分未満

家事援助 

６０分以上～７５分未満

家事援助 

７５分以上～９０分未満

家事援助 

９０分以上(１５分ごと）

サービス類型 １回あたりの利用料金
自己負担が１割の場合の

１回あたりの利用料金

早朝（午前６時～午前８時） 基本料金の２５％増し

身体介護 夜間(午後６時～午後１０時） 基本料金の２５％増し

３０分以上～６０分未満 深夜(午後１０時～午前６時） 基本料金の５０％増し

身体介護

６０分以上～９０分未満

４０４円

５８７円

加　算

所定単位数に３０．３％加算

所定単位数に５．８％加算

所定単位数に１５％加算

１００円／回

特定事業所加算Ⅱ（研修等、法律で定める基準を満たしている
為、全員の方に加算されます。）

処遇改善加算Ⅰ(定める基準に適合している介護職員の賃金に改
善等実施している為、全員の方に加算されます。

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ（厚生労働大臣が定める基準に
適合している介護職員賃金の改善等実施している為、全員の方
に加算されます。）

初回加算(サービス提供責任者が初回訪問月に訪問又は同行訪
問を行った場合に加算されます。

緊急時対応加算(計画以外に緊急に訪問した場合に加算されま
す。

所定単位数に４．５％加算

２５６円

家
事
援
助

２７５円

３,１１０円＋（３５０）円　（　）円 ３１１円＋(３５)円　（　）３０分ごと

２００円／月

「指定天寿荘ホームヘルプサービス（居宅介護サービス）」重要事項説明書別表

１,５３０円

特別地域加算(中山間地域に居住している方に対して提供した場
合に加算されます。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（厚生労働大臣が定め
施行される制度で、コロナの克服と超高齢化社会を迎えるにあた
り人材確保に向けた経済対策の取り組みの一環になります。）

割増料金

身
体
介
護

２,３９０円 ２３９円

２,７５０円

身体介護３０分未満 ２,５６０円

４,０４０円

５,８７０円

１,９７０円

１５３円

１９７円


